
令和7年11月
各務原警察署

川島駐在所
058-383-0110

期間：令和７年11月１日から
(県内) 令和８年３月15日ま
で
狩猟期間中、山林等では、
猟銃等の発砲
わなの設置 等

が行われる場合があります。

山林等では目立つ服装を！
わなには近づかない！

狩猟者の方は、登山
客等への配意を！


